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12 28日月

４ 30日月

簡 易 水 道 使 用 料 ・ 集 落 排 水 使 用 料
口座引落日

第 ４ 期
第 ５ 期
第 ６ 期

口座引落日

令和８年令和８年
令和９年令和９年

令和９年

納 期 限

令和９年

納 期 限

第 １ 期
第 ２ 期
第 ３ 期

期 別 期 別

各 地 区 集 会 所 等 水 道 使 用 料（年1回）

令和８年度

令和９年

令和８年 令和８年

令和９年

口座引落日税　　　　額期　　別税　　　　　目納　付　月 納　期　限

税額欄には納付書記載の税額をご記入ください

４ 30日月
５ 27日月

６ 29日月

７ 27日月

８ 27日月

９ 28日月

10 27日月

11 27日月 11 30日月

11 2 日月

８ 31日月

９ 30日月

６ 30日月

６ 1 日月

７ 31日月

◆口座振替をご利用の方は、口座引落日の前日までに残高を確認してください。
◆軽自動車税を納付書で納める方は、領収証書についている「軽自動車税納税証明書（継続検査用）」を
大切に保管してください。
口座振替をご利用の方の「軽自動車税納税証明書（継続検査用）」は、引落の結果を確認したのち、各
世帯ごとにまとめて郵送でお送りします。

令和９年

令和８年


